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監 査 公 表 第 １ ４ 号  
令 和 ８ 年 ４ 月 17 日 監 査 公 表 第 ９ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 に つ い て 、

地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9 条 第 1 4 項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次
の と お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ８ 年 ５ 月 26 日  
福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                                            ８ 財 第 1 7 3 号  
                                                            令 和 ８ 年 ４ 月 13 日  

福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  

様  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                                  福 島 県 知 事   内   堀   雅   雄  
随 時 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  

  令 和 ８ 年 ３ 月 17日 付 け ７ 福 監 第 612号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199 条 第 14 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

随 時 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
  監 査 対 象 機 関   土 木 部  
  監 査 対 象 年 度   令 和 ４ 年 度 ～ 令 和 ７ 年 度  
  監 査 実 施 年 月 日   令 和 ８ 年 ３ 月 13 日  

 
指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況  

 
「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

令和 8年 5月26日　火曜日 福 島 県 報 号外第43号1



  内 部 統 制 及 び 補 助 金 交 付 の 事 務 手 続 に   今 回 の 事 案 の 原 因 は 以 下 の と お り で あ  
著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。    る 。                                   
「 事 実 」                              １   申 請 内 容 の 審 査 に 係 る マ ニ ュ ア ル や  
  甲 町 の 令 和 ５ 年 度 及 び 令 和 ６ 年 度 の 市    チ ェ ッ ク リ ス ト が 整 備 さ れ て い な か っ  
町 村 下 水 道 事 業 等 補 助 金 に つ い て 、 チ ェ ッ   た 。                                 
ク 体 制 が 整 っ て い な か っ た た め 、 補 助 対 ２   担 当 職 員 は 、 申 請 内 容 が 正 し い と い  
象 に 該 当 し な い に も か か わ ら ず 、 誤 っ て   う 思 い 込 み に よ り 、 確 認 が 不 十 分 な ま  
補 助 額 を 県 南 建 設 事 務 所 に 内 示 し 、 同 建   ま 補 助 対 象 と し た 。                   
設 事 務 所 に お い て 交 付 を 決 定 し 、 補 助 金 ３   管 理 職 員 等 に よ る 組 織 的 な チ ェ ッ ク  
を 交 付 し て い る 。                        も 不 十 分 で あ っ た 。                   
  補 助 金 交 付 額                       （ 処 理 状 況 ）                           
    令 和 ５ 年 度    1 5 3 , 0 0 0 円              令 和 ８ 年 ３ 月 18 日                     
    令 和 ６ 年 度     9 5 , 0 0 0 円                甲 町 に 対 し 補 助 金 返 還 に 向 け た 協 議  
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                  を 行 っ た 。                           
  補 助 金 交 付 の 事 務 手 続 に 当 た っ て は 、      甲 町 か ら 、 令 和 ７ 年 度 内 に 返 還 す る  
関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、   と の 了 承 を 得 た 。                     
組 織 的 な チ ェ ッ ク 体 制 を 確 立 す る こ と 。  （ 今 後 の 対 応 ）                         

  市 町 村 下 水 道 事 業 等 補 助 金 交 付 事 務 に  
つ い て 、 以 下 の と お り 対 応 す る 。         
１   申 請 内 容 等 の 審 査 に 係 る マ ニ ュ ア ル  
  等 を 作 成 し 、 市 町 村 に 提 出 を 求 め る 書  
  類 を 明 確 に す る 。                     
    ま た 、 交 付 要 件 の 審 査 に 係 る チ ェ ッ  
  ク リ ス ト を 作 成 し 、 新 任 者 で も チ ェ ッ  
  ク に 漏 れ が な い よ う 審 査 事 務 の 適 正 化  
  を 図 る 。                             
２   市 町 村 に 対 し 、 説 明 会 等 を 実 施 し   
  て 、 当 該 補 助 金 の 交 付 要 件 等 に つ い て  
  十 分 説 明 す る 。                       
３   担 当 職 員 は 補 助 金 交 付 要 件 の 審 査 を
  適 切 に 実 施 し 、 管 理 職 員 は 建 設 事 務 所
  へ の 補 助 金 内 示 前 に 十 分 確 認 す る 。  

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
                       
監 査 公 表 第 １ ５ 号  

令 和 ８ 年 ３ 月 13 日 監 査 公 表 第 ５ 号 に よ り 公 表 し た 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 に つ い て 、
地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9 条 第 1 4 項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会
教 育 長 か ら 次 の と お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ８ 年 ５ 月 26 日  
福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                                            ７ 教 財 第 1 7 5 9 号  
                                                            令 和 ８ 年 ３ 月 30 日  

福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  

様  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                      福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長   鈴   木   竜   次  
随 時 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  

  令 和 ８ 年 ２ 月 ９ 日 付 け ７ 福 監 第 5 21号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と  
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199 条 第 14 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

随 時 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
  監 査 対 象 機 関   安 達 高 等 学 校  
  監 査 対 象 年 度   令 和 ６ 年 度  

─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和 8年 5月26日　火曜日 福 島 県 報 号外第43号 2



─────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  監 査 実 施 年 月 日   令 和 ７ 年 12 月 24 日  

 
指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況  

 
「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  補 助 金 等 の 事 務 手 続 に 著 し く 適 正 を 欠   今 回 の 事 案 の 原 因 は 以 下 の と お り で あ  
い て い る も の が あ る 。                  る 。                                   
「 事 実 」                              １   申 請 書 類 の 受 付 手 順 等 が 明 確 に な っ  
  令 和 ６ 年 度 の タ ブ レ ッ ト 端 末 等 購 入 支    て お ら ず 、 担 当 者 不 在 時 に 受 け 取 っ た  
援 に 係 る 補 助 金 申 請 書 類 ５ 件 2 3 6 , 0 0 0 円   際 の 処 理 が 適 切 に 行 わ れ な か っ た 。     
分 及 び 高 校 生 等 奨 学 給 付 金 に 係 る 申 請 書 ２   金 庫 の 中 の 整 理 整 頓 が さ れ て お ら ず 、   
類 ２ 件 2 4 4 , 2 0 0 円 分 に つ い て 、 事 務 室 で   申 請 書 類 が 保 管 さ れ て い る こ と が 分 か  
受 領 し た こ と が 職 員 間 で 共 有 さ れ ず 、 金   ら な か っ た 。                         
庫 に 保 管 し た ま ま 、 収 受 及 び 高 校 教 育 課 （ 処 理 状 況 ）                           
へ の 進 達 を 行 わ な か っ た た め 、 保 護 者 の １   令 和 ７ 年 10 月 29 日                   
申 請 か ら １ 年 ２ か 月 以 上 経 過 し て 過 年 度     申 請 書 類 の 受 付 手 順 や 金 庫 の 使 用 方  
支 出 し て い る 。                          法 を 定 め た 再 発 防 止 策 を 策 定 し 、 職 員  
  ま た 、 高 校 生 等 奨 学 給 付 金 に つ い て は 、   会 議 で 職 員 に 周 知 し た 。               
国 の 補 助 対 象 年 度 を 経 過 し た た め 、 全 額 ２   令 和 ７ 年 10月 30日 、 11月 28日 、 12月 26日   
県 費 で 支 払 っ て い る 。                      金 庫 に 保 管 さ れ て い る 書 類 や 現 金 の  
  申 請 年 月 日                            整 理 ・ 点 検 を 行 っ た 。                 
    タ ブ レ ッ ト 端 末 等 購 入 支 援 に 係 る 補 助 金 （ 今 後 の 対 応 ）                         
      令 和 ６ 年 ７ 月 ４ 日 、 ５ 日 、 10 日     補 助 金 等 の 事 務 手 続 に 当 た っ て は 、 以  
    高 校 生 等 奨 学 給 付 金                下 の と お り 対 応 す る 。                   
      令 和 ６ 年 ７ 月 ９ 日 、 11 日          １   申 請 書 類 の 受 付 手 順 の 明 確 化         
  進 達 年 月 日   令 和 ７ 年 ８ 月 ５ 日          ⑴   事 務 室 職 員 は 、 生 徒 等 か ら 申 請 書  
  支 払 年 月 日   令 和 ７ 年 ９ 月 16 日            類 を 受 け 取 っ た ら 直 ち に 、 受 理 簿 に  
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                    氏 名 や 日 時 等 を 記 載 す る 。           
  補 助 金 等 の 事 務 手 続 に 当 た っ て は 、 関   ⑵   担 当 者 不 在 の 場 合 に 受 け 取 っ た 職  
係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 文     員 は 、 受 理 簿 記 載 後 、 申 請 書 類 を 受  
書 等 の 管 理 体 制 を 構 築 す る こ と 。           理 簿 と と も に 担 当 者 に 確 実 に 引 き 継  

    ぎ 、 口 頭 で の 報 告 も 徹 底 す る 。 担 当  
    者 は 、 申 請 書 類 を 書 類 キ ャ ビ ネ ッ ト  
    に 保 管 す る 。                       
２   金 庫 の 管 理 ・ 整 理 の 徹 底            
  ⑴   金 庫 に 書 類 を 一 時 的 に 保 管 す る と
    き は 、 「 金 庫 使 用 簿 （ 書 類 ） 」 に 記
    載 す る 。                          
  ⑵   毎 月 末 に 、 金 庫 に 保 管 さ れ て い る
    書 類 及 び 現 金 等 の 整 理 ・ 点 検 を 行 う 。

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
                       
監 査 公 表 第 １ ６ 号  

令 和 ８ 年 ４ 月 24 日 監 査 公 表 第 11 号 に よ り 公 表 し た 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 に つ い て 、
地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 1 9 9 条 第 1 4 項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会
教 育 長 か ら 次 の と お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。  

令 和 ８ 年 ５ 月 26 日  
福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  

                                                            ８ 教 財 第 6 8 号  
                                                            令 和 ８ 年 ４ 月 14 日  

福 島 県 監 査 委 員   佐   藤   政   隆  
福 島 県 監 査 委 員   大   場   秀   樹  

様  
福 島 県 監 査 委 員   渡   辺       仁  
福 島 県 監 査 委 員   阿   部   寿   子  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
                                      福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長   鈴   木   竜   次  

令 和 ７ 年 度 財 政 支 援 団 体 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）  
  令 和 ８ 年 ３ 月 17 日 付 け ７ 福 監 第 618 号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199 条 第 14 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  
（ 別 紙 様 式 ）  

財 政 支 援 団 体 等 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て  
  監 査 対 象 機 関   公 益 財 団 法 人 福 島 県 学 術 教 育 振 興 財 団  
  監 査 対 象 年 度   令 和 ６ 年 度  
  監 査 実 施 年 月 日   令 和 ８ 年 ２ 月 ３ 日  

 
指   摘   ・   勧   告   事   項 措   置   状   況  

 
「 指 摘 事 項 」                          （ 原 因 ）                               
  内 部 統 制 及 び 会 計 経 理 に 著 し く 適 正 を   事 務 局 職 員 の 公 益 法 人 会 計 事 務 、 制 度  
欠 い て い る も の が あ る 。                の 知 識 、 理 解 不 足 及 び 組 織 的 な チ ェ ッ ク  
「 事 実 」                              体 制 が 不 十 分 で あ っ た こ と 。             
  令 和 ６ 年 度 決 算 に お い て 、 令 和 ５ 年 度  （ 処 理 状 況 ）                           
決 算 で 一 般 正 味 財 産 に 計 上 し て い た    本 指 摘 事 項 に つ い て 事 務 局 長 を 含 む 事  
 1,041,252,646円 の う ち 出 捐 金 1,021,000,000 務 局 職 員 全 員 に 共 有 し 、 今 後 の 会 計 処 理  

えん

円 を 指 定 正 味 財 産 に 修 正 計 上 す る 会 計 処 及 び 決 算 処 理 に つ い て 適 正 に 行 う よ う 周  
理 に 当 た っ て 、 組 織 内 で の チ ェ ッ ク 体 制 知 徹 底 し た 。 ま た 、 公 益 法 人 会 計 に 係 る  
が 機 能 し て お ら ず 、 以 下 の と お り 不 適 正 専 門 知 識 を 習 得 す る た め 、 研 修 を 受 講 す  
な 財 務 諸 表 を 作 成 し て い る 。            る こ と と し た 。                         
１   貸 借 対 照 表 に お い て 、 指 定 正 味 財 産 （ 今 後 の 対 応 ）                         
  に 出 捐 金 を 修 正 計 上 す る 際 に 、 誤 っ て １   適 正 な 会 計 処 理 を 行 っ た 上 、 令 和 ７  
  本 来 一 般 正 味 財 産 と し て 計 上 し て お く   年 度 決 算 に お い て 、 正 味 財 産 を 正 し く  
  べ き 額 も 併 せ て 指 定 正 味 財 産 に 計 上 し   区 分 し て 計 上 す る 。                   
  て い る 。 ま た 、 当 該 修 正 に 係 る 会 計 伝 ２   次 年 度 理 事 会 に お い て 、 組 織 内 の   
  票 を 作 成 し て い な い 。                  チ ェ ッ ク 体 制 の 不 備 に よ り 不 適 正 な 財  
２   １ の 誤 り に よ り 、 正 味 財 産 増 減 計 算   務 諸 表 を 作 成 し て 令 和 ６ 年 度 決 算 を 行 っ  
  書 に お い て 、 一 般 正 味 財 産 で 増 減 計 上   た こ と 及 び 今 後 の 再 発 防 止 策 に つ い て  
  す べ き 令 和 ６ 年 度 の 損 益 を 全 て 指 定 正 報 告 す る 。                         
  味 財 産 で 増 減 計 上 し て い る 。          ３   再 発 防 止 策 の 内 容                   
３   貸 借 対 照 表 に お い て 、 令 和 ５ 年 度 期   ⑴   専 門 的 知 識 の 向 上                 
  末 一 般 正 味 財 産 に 計 上 し て お く べ き        事 務 局 長 以 下 、 決 算 業 務 に 関 わ る  
   1 , 0 4 1 , 2 5 2 , 6 4 6 円 を 誤 っ て 指 定 正 味 財      全 て の 職 員 が 公 益 法 人 会 計 に 係 る 各  
  産 に 全 て 計 上 し て い る 。 ま た 、 正 味 財     種 研 修 を 受 講 し 、 事 務 局 職 員 の 知 識  
  産 増 減 計 算 書 に お い て も 同 様 に 、 令 和     を 高 め る 。                         
  ５ 年 度 一 般 正 味 財 産 増 減 額 に 計 上 し て   ⑵   会 計 業 務 マ ニ ュ ア ル （ 引 継 書 ） の  
  お く べ き 額 を 指 定 正 味 財 産 増 減 額 に 全     共 有 と 充 実                         
  て 計 上 し て い る 。                          会 計 業 務 マ ニ ュ ア ル （ 引 継 書 ） を  
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」                    精 査 し た 上 で 内 容 の 充 実 を 図 り 、 事  
  会 計 処 理 に 当 た っ て は 、 関 係 規 程 に 基     務 局 職 員 全 員 が 共 有 す る と と も に 、
づ き 適 正 に 行 う と と も に 、 組 織 内 の チ ェ ッ      担 当 職 員 が 代 わ っ て も 適 正 な 書 類 が
ク 体 制 を 確 立 す る こ と 。                   作 成 で き る よ う 努 め る 。            

  ⑶   内 部 統 制 の 強 化                  
      会 計 処 理 及 び 決 算 書 類 等 の 作 成 に
    当 た っ て は 、 会 計 業 務 マ ニ ュ ア ル （ 引  
    継 書 ） に し た が っ て 、 管 理 職 員 、 担 当
    者 、 副 担 当 者 に よ る 複 数 名 で の チ ェ ッ
    ク と 根 拠 規 程 の 確 認 を 徹 底 す る な ど 、  
    適 正 な 会 計 実 務 を 維 持 で き る 体 制 を
    構 築 し 、 内 部 統 制 の 強 化 を 図 る 。  

                                                                （ 監 査 総 務 課 ）  
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